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 関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所 大会議室 

○議事日程 

平成２４年１１月７日（水曜日）午前１０時 開議 

（１）議事録署名委員の指名 

（２）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４）議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５）議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について 

（６）議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

（７）議案第６号 関市農業委員会が定める別段の面積について 

 

○出席委員（３６名） 

１番 内藤 雅夫 君   ２番 大竹  誠 君   ３番 東山 武司 君 

４番 粟倉 秀夫 君   ５番 小川 亮二 君   ６番 深川 俊朗 君 

７番 加藤  徹 君   ８番 大澤 慶一 君   ９番 沼田 久男 君 

１０番 天野 邦男 君  １１番 兼村 正美 君   １２番 石木 治男 君  

１３番 篠田 権三 君  １４番 村井 雅之 君    １５番 山田 公平 君 

１６番 山本  武 君  １７番 足立 孝弘 君  １８番 中村 睦明 君 

 １９番 美濃羽 久 君  ２０番 鈴木 和道 君  ２１番 土屋 尊史 君 

 ２２番 土屋 顯弘 君  ２３番 丹羽 喜和 君  ２４番 相宮 千秋 君 

２５番 永井 博光 君  ２６番 野村  茂 君  ２７番 林  修美 君 

２８番 長屋  芳成 君  ２９番 日置   香  君  ３０番 藤川   勝 君 

３１番 村上 忠一 君  ３２番 伊佐地鐡夫 君  ３３番 川村 信子 君 

３４番 長尾 初恵 君  ３５番 岩田 幸子  君  ３６番 三輪 正善 君 

 

○委員以外の出席者 

農業委員会事務局長    玉田 和久 君  農業委員会事務局課長補佐 渡辺  悟 君 

農業委員会事務局係長   津谷 和子 君  農業委員会事務局主査   古田 考幸 君 

板取事務所 主任主査   長屋 一也 君  武芸川事務所 主任主査  永井 治美 君 

武儀事務所 課長補佐   川島 友教 君  上之保事務所 課長補佐  土屋 一夫 君 

洞戸事務所 主任主査   河村  茂 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） それでは、これから農業委員会総会を始めさせていただきま

す。まず、市民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

（市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。それでは、はじめに深川俊朗会長からご挨拶をお

願いします。 

○議長（深川俊朗君） 先日は、津保川産業祭へ行ってきました。大変な賑わいで｢人と人のふ

れあい｣があり、良かったかと思いました。地元の農業委員の皆様もたいへん御苦労さまでした。 

今月は、農業の将来を考える地域座談会、女性農業委員の研修会などの、さまざまな行事があ

りますので皆さまのご協力をよろしくお願いします。 

また、事務局から説明がありますが、次回の総会の後には、市長との懇談会を計画しておりま

すのでよろしくお願いします。 

それでは、本日は経済部長が公務により欠席のため、事務局長にあいさつをお願いします。 

○農業委員会事務局長（玉田和久君） 朝晩が肌寒くなってきまして、野山を見ますと秋の深ま

りを感じるようになりました。１１月は、武芸川で関にし秋の祭典、中濃農業祭、上之保ゆずま

つりが開催されますのでご参加のほど、よろしくお願いします。 

 また、農業の将来を考える地域座談会については、初めての試みですが、今後も何度か計画し

て皆さんの意見を集約して地域の農業の発展のため頑張っていきたいと思いますので、今後とも、

どうかよろしくお願いします。 

○議長（深川俊朗君） ただ今から、関市農業委員会総会を開きます。会議規則第８条により委

員全員の出席により総会が成立しました。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

３５番 岩田幸子委員、３６番 三輪正善委員のお二人にお願いします。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。事務局の説明

を求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、

説明させていただきます。 

１番の案件は、位置図は１ページになります。 

所有権移転で、申請地は黒屋地内、JA めぐみのカントリーエレベーターの西２００ｍほどに位置 

する田、及びココストア関黒屋店の南に位置する農振農用地の田２筆、計４，４２２㎡です。 

譲受人は、農業経営規模の拡大・充実を図りたいというもの。譲渡人は、遠方のため、農業経営

が不十分となってきたため、譲受人の申し出に応じるものです。 

１０月１８日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。 

続いて、２番の案件は、位置図は２ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は小瀬地内、JA めぐみの鮎之瀬支店の南２００ｍほどに位置する農 

振農用地の田、３，３２４㎡です。 

使用借人は、申請地を借り受け、農業経営を拡大したいというもの。使用貸人は、高齢により農

地の管理が困難になり、申し出に応じるものです。 

使用貸借の期間は、５年間としています。 
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１０月１８日に現地確認し田で農地性有りと確認しました。 

続いて、３番の案件は、位置図は３ページになります。 

 所有権移転で、申請地は武芸川町谷口地内、第３美谷学園宿舎の南２５ｍほどに位置する畑３筆 

と、隣接の登記簿地目が宅地で現況地目が畑の３筆、計６筆、さらに南７０ｍほどに位置する畑、 

１筆、計７筆８８２．５６㎡です。  

譲受人は、申請地を取得し農業経営の拡大・充実を図りたいというもの。譲渡人は、遠方のため、

農地の管理が困難であったため、譲受人の申し出に応じるものです。 

１０月１８日に現地確認し、畑で農地性有りと確認しました。 

続いて、４番の案件は、位置図は４ページになります。 

所有権移転で、申請地は下有知地内、サークルＫ関下有知店の北西２００ｍほどに位置する農振 

農用地の田２筆、計４０８㎡です。 

譲受人は、譲渡人の依頼に応じ、交換により申請地を譲り受け、隣接の自己所有の農地と合わせ

て管理するというものです。 

１０月１８日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。 

続いて、５番の案件は、位置図は５ページになります。 

賃貸借権の設定で、申請地は下有知地内、長良川鉄道関下有知駅の北東２００ｍほどに位置する 

農振農用地の田、３，８８５㎡です。 

賃借人は、申請地を借り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。賃貸人は、耕作の時間が

ないため申し出に応じるものです。 

１０月１８日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。 

続いて、６番の案件は、位置図は６ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は小瀬地内、瀬尻小学校の東１００ｍほどに位置する農振農用地の 

田、９８２㎡です。 

使用借人は、申請地を借り受け、農業経営の拡大を図りたい。使用貸人は、他（ほか）の農地経

営が多忙となり、申請地の耕作が困難になっていたため申し出に応じるものです。 

使用貸借の期間は、１０年間としています。 

１０月１８日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。 

続いて、７番の案件は、位置図は７ページになります。 

 使用貸借権の設定で、申請地は小瀬地内、JA めぐみの鮎之瀬支店の南西１００ｍほどに位置する 

農振農用地の田１筆、㈲カネロク製麺の西側に位置する農振農用地の田１筆、フードショップサン 

ダヤの南３５０ｍほどに位置する農振農用地の田２筆、瀬尻保育園の北東２５０ｍほどに位置する 

農振農用地の田２筆、計６筆、５，８０１㎡です。 

使用借人は、申請地を借り受け、農業経営の拡大を図りたい。使用貸人は、高齢になり、農地の

管理ができないため申し出に応じるものです。 

使用貸借の期間は、１年間としています。 

１０月１８日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。 

続いて、８番の案件は、位置図は８ページになります。 

所有権移転で、申請地は小瀬地内、サワセイ関店の南西１５０ｍほどに位置する畑、計７筆、２ 

６６㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたい。譲渡人は、高齢になり、農地の管理
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ができないため申し出に応じるものです。 

１０月１８日に現地確認し、畑で農地性有りと確認しました。 

続いて、９番の案件は、位置図は９ページになります。 

所有権移転で、申請地は緑ケ丘２丁目地内、緑ケ丘中学校の南、国道４１８号沿いに位置する畑、 

３５６㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の充実を図りたい。譲渡人は、高齢になり、農地の管理

ができないため申し出に応じるものです。 

１０月１８日に現地確認し、畑で農地性有りと確認しました。 

続いて、１０番の案件は、位置図は１０ページになります。 

所有権移転で、申請地は板取地内、板取小学校の西、岩本橋の北西５００ｍに位置する畑、１９ 

３㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、農業規模の拡大を図りたい。譲渡人は、遠方に居住し高齢になり、

農地の管理ができないため譲り渡すものです。 

１０月１８日に現地確認し、畑で農地性有りと確認しました。 

以上、所有権移転に関するもの６件、賃貸借権の設定に関するもの１件、使用貸借権の設定に関

するもの３件の、計１０件につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件の

すべてを満たしていると考えます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○８番（大澤慶一君） １番、２番、３番について異議ありません。 

○１２番（石木治男君） 同じく１番について異議ありません。 

○１６番（山本 武君） 同じく２番について異議ありません。 

○３０番（藤川 勝君） 同じく３番について異議ありません。 

○１０番（天野邦男君） ４番、５番について異議ありません。 

○１６番（山本 武君） ６番、７番、８番、９番について異議ありません。 

○２８番（長屋 芳成君） １０番について異議ありません。 

○２９番（日置 香君） 同じく１０番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号について、原案のとおり許可

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第１号の１０件を原案のとおり許可することといたします。 

次に、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意

見について、説明させていただきます。 

１番の案件は、位置図は１１ページになります。 

申請地は春里町１丁目地内、㈱山本メッキ工業所の西５０ｍほどに位置する田、８９㎡です。 

申請人は、アパート経営をしているが、高齢であり耕作することが困難になったため、申請地を 

駐車場及び、アパート管理のための資材置場として整備するというものです。 
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１０月１９日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。 

なお、農地の区分は用途地域内のため、第３種農地と判断されます。 

続いて、２番の案件は、位置図は１２ページになります。 

申請地は吉野町地内、岐阜バス吉野町バス停の東２００ｍほどに位置する畑、３２３㎡です。 

申請人は、燃料店を経営しており、現在申請地の隣接地に居住しているが、住宅を取り壊して、

申請地に住宅を新築したいというものです。 

１０月１９日に現地確認し、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。また、隣接

農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、農地の区分は、用途地域内のため、第３種農地と判断されます。 

続いて、３番の案件は、位置図は１３ページになります。 

申請地は迫間地内,下迫間公民館の西５０m ほどに位置する田、６.６１㎡です。 

申請人は、申請地及び隣接地を一体利用し、農家住宅を新築したいというものです。 

１０月１９日に現地確認し、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と

判断されます。 

続いて、４番の案件は、位置図は１４ページになります。 

申請地は迫間地内、ヤマト運輸㈱岐阜主管支店の南に市道を挟んで隣接する田、２筆、計７５９ 

㎡です。 

申請地は、田として耕作することが困難なため、一時転用による農地の嵩上げを行い、畑地にし

て管理したいというものです。 

１０月１９日に現地確認し、原野の状況であったため、始末書の添付があります。 

一時転用の期間は、許可日から４か月間としています。 

続いて、５番の案件は、位置図は１５ページになります。 

申請地は東志摩地内、東志摩公民センターの南１００ｍほどに位置する畑が２筆、計４６２㎡で 

す。 

申請人は、自宅の進入通路、庭、車庫、物置として利用したいというものです。 

１０月１８日に現地確認し、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と

判断されます。 

続いて、６番の案件は、位置図は１６ページになります。 

申請地は下有知地内、サークルＫ関下有知店の北西２００ｍほどに位置する田、２７０㎡です。 

申請人は、申請地に、息子の住宅を建築したいというもの。１０月１８日に現地確認し、田で農

地性有りと確認しました。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、住宅、事業施設等が連坦している区域に近接している

ため、第２種農地と判断されます。 

５条７番の案件と同時許可案件です。 

以上６件について、御審議をお願いします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１番（内藤雅夫君） １番、２番について異議ありません。 

○５番（小川亮二君） ３番、４番について異議ありません。 
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○１０番（天野邦男君） ５番、６番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第２号について、原案のとおり岐阜

県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の６件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見についてを議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。なお、６番案件につきましては、１６番 山本 武委員の関連議

案のため、他の案件の採決の後に議題といたします。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、

６番案件を除いて説明させていただきます。 

１番の案件は、位置図は１７ページになります。 

所有権移転で、申請地は春里町１丁目地内、㈱山本メッキ工業所の西３０ｍほどに位置する田が 

３筆、計６１３㎡です。 

譲受人は、不動産業を営んでいるが、申請地を譲り受け、分譲住宅を建設販売したいというもの。

譲渡人は、高齢となり農地の管理が困難になり、経営規模を縮小したいので、譲受人の申し出に応

じるものです。 

１０月１９日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。 

なお、農地の区分は用途地域内のため、第３種農地と判断されます。 

続いて、２番の案件は、位置図は１８ページになります。 

賃貸借権の設定で、申請地は東田原地内、関市食肉センターの東３００ｍほどに位置する畑、３， 

５８１㎡です。 

賃借人は、申請地の地下に埋蔵する砂利を一時転用により採取したい。賃貸人は申し出に応じる

ものです。 

１０月１９日に現地確認し、畑で農地性有りと確認しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

一時転用の期間は１８カ月間としています。 

続いて、３番の案件は、位置図は１９ページになります。 

賃貸借権の設定で、申請地は東田原地内、関市食肉センターの南東４００ｍほどに位置する畑、 

７，５２７㎡です。 

賃借人は、申請地の地下に埋蔵する砂利を一時転用により採取したい。賃貸人は、申し出に応じ

るものです。 

１０月１９日に現地確認し原野の状況であったため、始末書の添付があります。 

また、隣接農地の１筆について、親族間の問題があり再三の承諾の依頼にも関わらず、隣地承諾

が取れない旨の理由書の添付があります。 

この理由書の中で、一時転用であること、農地への復元の誓約、砂利の採取にあたっての法令遵

守はもちろんのこと、万が一被害を及ぼすことがあれば、申請人が誠意をもって対処されることの

確約がされており、適正な農地運用がなされるものと判断します。 

一時転用の期間は、許可日から１８か月間としています。 
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続いて、４番の案件は、位置図は２０ページになります。 

 所有権移転で、申請地は稲口地内、亀山建設㈱前の桜台西交差点の北東角に位置する田、１８１ 

㎡です。 

譲受人は、現在の住まいが老朽化しており、高齢の母と住める状態ではないため、利便性のある

申請地を買い受け一般個人住宅を建築するというもの。譲渡人は、障がい者で耕作管理が困難なた

め譲り渡すものです。 

１０月１９日に現地確認し、畑で農地性有りと確認しました。 

なお、農地の区分は宅地化の状況から、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判

断されます。 

続いて、５番の案件は、位置図は２１ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は下有知地内、三星刃物㈱の西２００ｍほどに位置する畑、８６９ 

㎡です。 

申請人は親子で、使用借人は、父より申請地を借り受け、住宅の通路、及び車庫・倉庫を設置し

たい。使用貸人は申し出に応じ貸し付けるものです。 

使用貸借の期間は、５０年間としています。 

１０月１８日に現地確認し、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。また、隣接農

地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、農地の区分は、宅地化の状況から、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と

判断されます。 

続いて、７番の案件は、位置図は２３ページになります。 

所有権移転で、申請地は下有知地内、サークルＫ関下有知店の北西２００ｍほどに位置する田、

４０９㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、隣接の自己所有地と併せて息子の分家住宅を建築したい。譲渡人

は、申請地を３条の４番案件の土地と等面積で交換することで、申し出に応じるものです。 

１０月１８日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

 なお、農地の区分は宅地化の状況から、住宅、事業施設等が連坦している区域に近接しているた

め、第２種農地と判断されます。 

４条の６番の案件と同時許可案件です。 

続いて、８番の案件は、位置図は２４ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は山田地内、はなまるうどん岐阜関店の北２００ｍほどに位置する

畑、２３８㎡です。 

申請人は親子で、使用借人は、貸人である父親と同居しているが、家族が増え手狭となったため、

申請地を借り受け住宅を建築たいというもの。使用貸人は、借人からの申し出に応じ貸し付けるも

のです。 

使用貸借の期間は、３０年間としています。 

１０月１８日に現地確認し、畑、一部雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は宅地化の状況から、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判

断されます。 

続いて、９番の案件は、位置図は２５ページになります。 
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所有権移転で、申請地は池尻地内、㈱トープロの南に隣接する畑、４筆、計１，５９５㎡です。 

譲受人は、家畜・ペット等の飼料販売業を営んでいるが、申請地をドッグラン用地として譲り受

け活用したいというもの。譲渡人は、申し出に応じ譲り渡すものです。 

１０月１８日に現地確認し、原野の状況であったため、始末書の添付があります。 

また、隣接農地の隣地承諾書の添付があります。 

なお、農地の区分は、周辺に代替え地がなく第２種農地以外のいずれにも該当しないため第２種

農地と判断されます。 

続いて、１０番の案件は、位置図は２６ページになります。 

所有権移転で、申請地は中之保地内、武儀やまゆり東保育園の南西３００ｍほどに位置する畑、

２８㎡です。 

譲受人は、居宅の一部が申請地にかかっているため、譲り受け居宅の敷地の一部として利用した

いというもの。譲渡人は、申し出に応じ譲り渡すものです。 

１０月１８日に現地確認し、宅地の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は宅地化の状況から、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判

断されます。 

続いて、１１番の案件は、位置図は２７ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は武芸川町小知野地内、小知野公民館の西２００ｍほどに位置する

田、３４２㎡です。 

使用借人は、現在の住居が手狭になったため、妻所有の申請地を借り受け一般個人住宅を建築し

たいというもの。使用貸人は、使用借人の申し出に応じ無償で貸し付けるものです。 

使用貸借の期間は、５０年間としています。    

１０月１８日に現地確認し、田で農地性有りと確認しました。また、隣接農地の隣地承諾書の添

付があります。 

なお、農地の区分は宅地化の状況から、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判

断されます。 

続いて、１２番の案件は、位置図は２８ページになります。 

使用貸借権の設定で、申請地は武芸川町谷口地内、武芸小学校の南西１５０ｍほどに位置する畑、

２３９㎡です。 

申請人は親子で、使用借人は、家族が増え現在の住居が手狭になったため、申請地を借り受け自

己の住宅を建築したいというもの。父親である使用貸人は、使用借人の申し出に応じ無償で貸し付

けるものです。 

使用貸借の期間は、２０年間としています。    

１０月１８日に現地確認し、一部宅地の状況であったため、始末書の添付があります。 

なお、農地の区分は宅地化の状況から、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判

断されます。 

以上、所有権移転に関するもの５件、賃貸借権の設定に関するもの２件、使用貸借権の設定に関

するもの４件の、計１１件につきまして、御審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１番（内藤雅夫君） １番について異議ありません。 

○４番（粟倉秀夫君） ２番、３番について異議ありません。 
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○７番（加藤 徹君） ４番について異議ありませんが、申請の手続きについて、締切日の前日

の夜遅くに書類が揃ってないのに、申請書に印鑑がほしいと言ってみえる方がいるので、事務局

から適正な指導をお願いしたい。 

○農業委員会事務局長（玉田和久君） ご迷惑をお掛けしましてすみません。窓口での説明や、

行政書士会を通じて、厳しく指導を行いたいと思います。 

○８番（大澤慶一君） ５番について異議ありません。 

○１０番（天野邦男君） ７番について異議ありません。 

○１５番（山田公平君） ８番について異議ありません。 

○１６番（山本 武君） ９番について異議ありません。 

○１９番（美濃羽 久君） １０番について異議ありません。 

○２４番（相宮千秋君） １１番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

○７番（加藤 徹君） ３番案件の砂利採取ですが、工事によって隣地に被害のあることが考えら

れますので、隣地承諾が取れないのは問題があるのではないでしょうか。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 隣地に関してですが、不耕作地で原野に近い状態のため、農

地に被害は及びにくい。 

一時転用でもありますし、砂利の採取にあたっての法令遵守はもちろんのこと、万が一被害を

及ぼすことがあれば、申請人が誠意をもって対処されることの確約がされております。また、親

族関係が円満でないことが理由とのことでしたのでやむを得ないと判断します。 

○２１番（土屋尊史君） 現地ですが、道路が狭くて工事車両が通ることで、他の農業者に迷惑

になることも想定されます。また、排水路が埋まっているため対応をお願いしたい。 

○農業委員会事務局長（玉田和久君） 申請者に、事務局から注意するよう指導します。 

○議長（深川俊朗君） ほかに、質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第３号の６番案件を除く１１件につ

いて、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第３号の所有権移転に関するもの７件、賃貸借権の設定に関するもの１件、使

用貸借権の設定に関するもの３件の、計１１件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといた

します。 

次に、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見についての６番案件につ

いて事務局の説明を求めます。 

（１６番 山本 武君、関連議案のため退席） 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） ６番の案件は、位置図は２２ページになります。 

所有権移転で、申請地は倉知地内、東海北陸自動車道関インターチェンジの南東３００ｍほどに 

位置する田２筆、畑１筆、計２，１９２㎡です。 

譲受人は、申請地の北側で土木建築業を営んでいるが、従業員駐車場と砂利等の一時保管場所と

して、譲り受けたいというもの。譲渡人は、日当たりが悪く耕作に適さないため、売却金を生活資

金に充当するものです。 

１０月１８日に現地確認し、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。 
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なお、農地の区分は、用途地域内のため第３種農地と判断されます。 

以上、所有権移転に関するもの１件につきまして、御審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○９番（沼田久男君） ６番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第３号の６番案件について、原案の

とおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第３号の６番案件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

（１６番 山本 武君、入席） 

次に、議案第４号 事業計画変更申請に対する意見についてを議題といたします。事務局の説

明を求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について、説明

させていただきます。 

１番の案件は、位置図は２８ページになります。 

申請地は稲口地内、亀山建設㈱前の桜台西交差点の北東角に位置する田、１８１㎡です。 

当初事業計画者は、平成１５年４月２８日に転用許可により、住宅用地として利用する計画で土

地を購入したが、埋め立て工事の際、境界立ち合いを否定され、計画が頓挫していた。計画変更申

請者は、現在の住まいが老朽化しており、高齢の母と住める状態ではないため、利便性のある申請

地を買い受け一般個人住宅を建築するというものです。 

１０月１９日に現地確認をし、畑で農地性有りと確認しました。 

５条の４番の案件と同時許可案件です。 

続いて、２番の案件は、位置図は２９ページになります。 

申請地は下有知地内、龍泰寺あかつき幼稚園の南３５０ｍに位置する田、２，９２０㎡です。 

当初事業計画者は、平成２２年５月３０日に一時転用許可により、粘土の採取を１年計画で行っ

たが、予定どおりに進まず、平成２３年５月３０日に１年間期間延長するため一時転用許可を受け

粘土の採取をしてきた。申請者は、粘土層が見込みより多かったことなどの理由により、平成２５

年６月２７日まで期間延長の申請を行うものです。 

１０月１９日に現地確認をし、雑種地の状況であったため、始末書の添付があります。 

続いて、３番の案件は、位置図は３０ページになります。 

申請地は貸上町地内、貸上公園の北７０ｍに位置する田、２９２㎡です。 

当初事業計画者は、昭和５８年３月２８日に転用許可により、自己の住宅を建設する計画で土地

を購入したが、現住所で家を建てたので不要となった。計画変更申請者は、現在の住まいが手狭と

なっているため、申請地を買い受け一般個人住宅を建築するというものです。 

１０月１８日に現地確認をし、造成により雑種地の状況でありました。 

以上、３件につきまして、御審議をお願いします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○７番（加藤 徹君） １番について異議ありません。 

○８番（大澤慶一君） ２番について異議ありません。 
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○１１番（兼村正美君） ３番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第４号の３件について、原案のとお

り岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第４号を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第５号 農用地利用集積計画の承認についてを議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第５号 農用地利用集積計画の承認について、説明させ

ていただきます。 

関市長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認

を求められたので、意見を求めます。 

賃貸借権の設定に関するもの８筆、使用貸借権の設定に関するもの３筆、計１１筆の、計８件に

ついて、承認を求められています。更新が１筆で、新規が１１筆で、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地目は、田が１１筆で、計１６，７６０㎡。地区

は、千疋、武芸川町、富之保の３地区です。 

 設定を受ける者は、ＰＬＵＳ㈱など計３者です。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のあ

る方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第５号について、原案のとおり承認

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 それでは、議案第５号を原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第６号 関市農業委員会が定める別段の面積についてを議題といたします。事務局 

の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 議案第６号 関市農業委員会が定める別段の面積について、

説明させていただきます。 

平成２１年１２月施行の改正農地法により農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、

市内の区域に別段の面積を定め公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることに

なりました。 

 また、農業委員会は、毎年、下限面積（別段面積）の設定又は修正の必要性について審議する

ことになっております。 

 関市は、２０１０年農林業センサスによる市の耕作農家数、耕作面積により、昨年統合した３

つの農業委員会それぞれに区域・面積を設定し、平成２２年１月６日に下限面積（別段面積）を

定め公示をしております。 

そこで、今年度（２４年度）の下限面積（別段面積）の設定について提案いたします。 

 本年においても農林業センサスの数値に変動はないため、農地法施行規則第２０条第１項を適
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用するものとし、統合前の公示の面積、下限面積（別段面積）の変更は行わないこととする。と

いうものです。 

○議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のあ

る方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第６号について、原案のとおり承認

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 それでは、議案第６号を原案のとおり承認することといたします。 

以上をもちまして、議案の審議はすべて終了いたしました。 

その他について事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（渡辺 悟君） 次回の総会は１１月２６日午前１０時からの予定です。総会の 

終了後、市長と農業委員との農政についての懇談会を行います。 

また、１１月の主な行事予定は、１１月２日が転用申請等受付締切日で、１１月５日、６日が転 

用申請等現地確認日でした。１１月２７日が農業会議答申日です。 

○議長（深川俊朗君） これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でございました。 

午前１１時２５分 閉会 
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本日の会議の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

議 長        関市西神野６４１番地 
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３５番        関市武芸川町跡部１４０７番地９ 
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３６番        関市山田４７４番地 
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